
 
令和５年度中播磨地域づくり活動応援事業補助の実施手順 

 
（趣旨） 
第１条 地域団体等が、協働のネットワークを広げること等により、地域社会

の共同利益の実現を図る取組（以下「事業」という。）に対し、兵庫県中播磨
県民センター（以下「県民センター」という。）が行う補助に関して、「令和
５年度中播磨県民センター地域躍動推進費補助金交付要綱（以下「要綱」と
いう。）」に定めるほか、この手順に必要な事項を定める。 

 
（補助金の内容） 
第２条 県民センターは、予算の範囲内において、この手順に基づき事業に要

する経費を補助するものとし、当該補助の対象となる事業の内容、補助金の
額等は別に定める。 

 
（補助金の申込） 
第３条 事業を実施するために補助を受けようとする団体は、令和５年度中播

磨地域づくり活動応援事業補助金申込書（様式第１号）に、別に定める書類
を添えて、兵庫県中播磨県民センター長（以下「県民センター長」という。）
に、その指定する期日までに提出するものとする。 

 
（補助金交付決定前の事業着手の届出） 
第４条 前条の規定により申込書を提出した団体（以下「申込団体」という。）

が補助金交付決定前に事業に着手する場合は、補助金交付決定前の事業着手
届（様式第２号）により、その旨を届け出るものとする。 

 
（補助団体の決定及び補助金の交付決定） 
第５条 県民センター長は、第３条の申込に係る提出書類の採択の可否につい

て公正な審査を行うため、有識者等で構成された中播磨地域づくり活動応援
事業支援委員会（以下「支援委員会」という。）を開催し、補助金の交付を行
う団体（以下「補助団体」という。）及び交付金額を決定する。 

２ 前項の支援委員会はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決
することができる。 

３ 補助金申込額が10万円以下の申込みについては、第１項の規定に関わらず、
別途設置する審査委員会において書類審査を実施し、補助団体及び交付金額
を決定する。 

４ 県民センター長は、第１項及び第３項で決定した結果を補助金額内示通知
書（様式第３号）又は令和５年度中播磨地域づくり活動応援事業補助金不交
付のお知らせ（様式第４号）により申込団体に通知する。 

５ 申込団体のうち、前項の補助金額内示に係る通知を受けて補助金の交付を
申請する団体は、前項で通知された金額を記載し、補助金交付申請書（要綱
様式第１号）を提出する。 

６ 通知された金額を受け、事業が実施できないと判断し、やむを得ず辞退す
る場合は、辞退届(様式第５号)を提出するものとする。 

７ 県民センター長は、第５項の申請に係る書類の審査等により、補助金の交
付の決定（以下「交付決定」という。）をすることとし、交付決定の内容及び
これに付した条件を、補助金交付決定通知書（要綱様式第２号）により補助
団体に通知する。 

 
 



 
（事業実施報告） 
第６条 補助団体は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書（要綱

様式第８号）に別に定める書類を添付し、別に定める期日までに県民センタ
ー長に提出するものとする。 

 
（補助金の請求） 
第７条 県民センター長は、中播磨地域づくり活動応援事業実施報告書の提出

の後、補助団体から提出される補助金請求書（要綱様式第10号）により、補
助金を支払う。 

２ 県民センター長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、
別に定めるところにより概算払をすることができる。 

 
（補助金の返還） 
第８条 県民センター長は、補助団体がこの補助金を事業以外の用途に使用し

た場合においては、補助金の返還を求めることができる。 
 
（その他） 
第９条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
 

附則 
（施行期日） 
 この手順は、令和５年４月１日から施行する。  
 
附則 
（施行期日） 
 この手順は、令和５年12月６日から施行する。 



【実施手順に定める別に定める事項】 
 

関係条項 内         容 

第２条 

 （補助金の
交付対象） 

 

 

 

１ 事業の内容 

 次の基準のいずれにも該当し、下記（１）（２）に規定する地域の課題解

決につながる取組や、地域の活性化のために行う事業 

 【基準】 

  ①他の地域団体のモデルとなること 

  ②地域社会の共同利益の実現につながること 

  ③他の団体と協働し取り組む事業であること 

 ※ただし、銀馬車枠について２団体以上の団体が実行委員会組織を設 

  け実施する場合はこの限りではない 

（１）一般枠 

  次のいずれかに該当し内容が優れたもの 

 ・地域の課題解決につながる取組や、地域の活性化のために行う事業  

・管外の人が地域の人と交流等を行う事業 

・中播磨の伝統文化や郷土史、食文化などの「地域の文化」の魅力を青少 

年等の次代に伝える事業 

 （２）重点事業枠（特別枠） 

① 「銀の馬車道」魅力ＵＰ事業（銀馬車枠） 

 日本遺産に認定された「銀の馬車道・鉱石の道」を題材に、来 

訪客のおもてなしに資する取り組みや、地域の活性化につながる 

イベント等で、内容が優れたもの 

② カーボンニュートラル推進事業（カーボン枠） 

 カーボンニュートラルに関する脱炭素社会の実現に向けた取組 

やイベント等で、内容が優れたもの 

③ 子育て応援事業（子育て枠） 

 地域の子育てを支援する取組やイベント等で内容が優れたもの 

④ ＤＣ・万博推進事業（万博推進枠） 

 大阪・関西万博に向けた機運醸成やひょうごフィールドパビリオ

ン、SDGsに関する取組等により、ひょうごフィールドパビリオン

の展開の推進につながる事業で、内容が優れたもの 

   ⑤環境美化推進事業（プロギング枠） 

    SDGsの啓発や地域の環境美化等のためのプロギングの取組で、内容

が優れたもの 

 

※ 事業が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、対象事業から 

  除く。 

① 兵庫県から、他の補助金を受ける事業（兵庫県以外の補助金を利用

する場合は、事業区分を明確にすること。） 



② 趣味、会員等の親睦や一部の住民のみの利益追求、営利・政治・宗

教活動を目的とする事業     

③ 公序良俗に反する活動など事業目的にそぐわない事業 

④ 対象期間外（補助金交付決定前）に完了する事業 

⑤ 団体や個人が使用する物品購入等を主目的とする事業 

⑥ 地域の祭りなど従来から実施している継続的な既存事業や、過去に

地域づくり活動応援事業で補助を受けたものと同じ内容の事業（ただ

し、他団体との連携など、新たな取組を実施する場合等は除く） 

 ※過去に地域づくり活動応援事業の補助実績のある事業につい

て、同一とみなされる事業について、継続して補助対象事業として

認める期間は令和５年度を初年度として最大３年度とする。 

 ２ 対象となる団体 

（１）一般枠、カーボン枠、子育て枠、万博推進枠、プロギング枠 

中播磨地域で活動している地域団体（単位組織だけでなく小中学校区・

市町域等の連合組織や、地域団体が参加する実行委員会、地域団体と連携

して取り組むNPO法人・学生団体等も含む。）  

      なお、この実施手順でいう「地域団体」は、次に掲げる要件をすべ

て満たすものとする。 

①  中播磨地域の中の、一定の区域を基盤とし、地域に根ざした活動

をしていること 

②  活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること 

③  活動を行う地域の世帯・住民が自由に加入可能であること 

④  規約や代表者を定めていること  

 

 （２）銀馬車枠 

中播磨地域で活動している団体やこれらの団体で構成する実行委員会と

する。 

 

 ※なお、１つの団体が申請できるのは１事業までとする。 

 

 
３ 補助の内容、金額 
（１） 補助金額 
  １件あたり50千円以上500千円以内（万円単位） 
  ※ただし、プロギング枠については１件あたり50千円以上100千円以

内（万円単位） 
 
（２） 補助対象事業の期間 

令和５年４月３日以降に着手し、同年７月１日～令和６年３月10日
の間に完了する事業 
※ただし、プロギング枠については、令和５年12月６日以降に着手

し、令和６年１月10日以降３月10日までの間に完了する事業か
つ、イベント、活動等の実施日が同年１月10日以降に開催される
事業 

 
（３） 補助対象経費 

要綱別記に定めるとおり 

 



 

関係条項 内         容 

 第３条 
（補助金の申込） 

１ 添付書類 
① 事業計画書 
② 収支予算書 
③ 団体概要書 

 
 
２ 指定期日 
  令和５年４月24日 
   ※ただし、プロギング枠については、令和５年12月20日 

第４条 

（補助金交付決定前
の事業着手の届出） 

１ 補助金交付決定前の事業着手 
  事業の着手予定日は申込日以降の日付とし、補助金交付決定前 
 に事業を着手する場合は、補助金交付決定前の事業着手届（様式 
 第２号）に理由を明記すること。 

第５条 

（補助団体の決定及
び補助金の交付決
定） 

１ 補助金交付申請書の提出 
  補助金交付申請書（要綱様式第１号）を提出する場合は、内示 
 通知書（様式第３号）に記載の指定期日までに提出しなければな 
 らない。 
  指定期日までに補助金交付申請書の提出がない場合は申請を辞 
 退したものとする。 
  補助金額内示通知を受けて、事業内容を変更する場合は、申込

時からの変更が軽微な場合のみとする。ここでいう変更が軽微な
場合とは、変更内容が事業の目的・効果に影響を及ぼさない程度
の変更である場合を指す。 

   
 

 第６条 
 （事業実施報告） 

１ 添付書類 
① 事業内容が具体的にわかる図面、写真等 
② 事業に要した費用を確認できる書類 

     （領収書の写し等） 
③ その他必要と認める書類 

 
２ 指定期日 
  事業完了後30日以内又は令和６年３月15日のいずれか早い日 

第７条第２項 

（補助金の請求） 

１ 概算払いの要件等 

  事業の一部が終了した場合、又は事業が実施されることが確 

 実と認められる場合、交付決定額の２分の１（万円単位）を上 

 限として経費を支払うことができる。 

 

２ 添付書類 

補助事業者は、要綱様式第10号及び様式第６号を提出する。 

 


